
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人一井淳治、同光成卓明、同吉岡康祐の上告理由について

　所論は、要するに、仮差押解放金の供託により仮差押執行が取り消された場合は、

仮差押えによる時効中断の効力は将来に向かって消滅し、時効が新たに進行すると

いうべきであるとし、これと異なる原審の判断は、法令の解釈を誤ったものという

にある。

　しかしながら、仮差押えによる時効中断の効力は、仮差押解放金の供託により仮

差押執行が取り消された場合においてもなお継続するというべきである。けだし、

民法一五七条一項は、中断の事由が終了したときは時効中断の効力が将来に向かっ

て消滅する旨規定しているところ、仮差押解放金の供託による仮差押執行の取消し

においては、供託された解放金が仮差押執行の目的物に代わるものとなり、債務者

は、仮差押命令の取消しなどを得なければ供託金を取り戻すことができないばかり

でなく、債権者は、本案訴訟で勝訴した場合は、債務者の供託金取戻請求権に対し

強制執行をすることができる（大審院大正三年（オ）第七七号同年一〇月二七日判

決・民録二〇輯八巻八一〇頁、大審院昭和七年（ク）第七八九号同年七月二六日決

定・民集一一巻一六号一六四九頁、最高裁昭和四二年（オ）第三四二号同四五年七

月一六日第一小法廷判決・民集二四巻七号九六五頁参照）ものであるから、仮差押

えの執行保全の効力は右供託金取戻請求権の上に存続しているのであり、いまだ中

断の事由は終了したとはいえないからである。

　本件において原審の適法に確定した事実関係によると、被上告人は、昭和五七年

九月一七日、上告人の連帯保証の下に、有限会社Ｄに対し一〇〇万円を弁済期同年
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一〇月一五日の約定で貸し付け、同月二一日、本件連帯保証債権を被保全債権とし

て、上告人所有の本件不動産に対する仮差押決定を得て、その執行をしたところ、

その後、上告人が仮差押解放金を供託したため、同五八年一二月一日に本件不動産

に対する仮差押執行が取り消された、というのであるから、仮差押えによる時効中

断の効力は消滅することなくなお継続し、本件連帯保証債権の消滅時効は進行して

いないというべきである。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することが

でき、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。

　よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。
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